
　２　一般会計・特別会計実質収支

 うち地方

 歳 入 総 額  歳 出 総 額  歳入歳出  実質収支額  自治法第

差引額  233条の2

 継続費 繰  越 事　故  　　計  の規定に

 逓　次 明許費 繰越し  よる基金

 　　　　　Ａ  　　　　　Ｂ    Ｃ (A-B)  繰越額 繰越額 繰越額  　　　　Ｄ  　Ｅ (C-D)  繰入額

579,376,454 575,602,322 3,774,132      － 3,119,245 460,391 3,579,636 194,496 97,249

 競輪事業 16,619,489 16,490,072 129,417  　　－  　　 －  　　－  　　 － 129,417  　　　－

 卸売市場事業 2,465,047 2,465,047 0  　　－  　　 －  　　－  　　 － 0  　　　－

特  国民健康保険事業 128,721,400 127,481,575 1,239,825  　　－  　　 －  　　－  　　 － 1,239,825  　　　－

  母子寡婦福祉 802,536 171,538 630,998  　　－  　　 －  　　－  　　 － 630,998  　　　－

    資金貸付事業

 後期高齢者 12,270,869 11,716,774 554,095  　　－  　　 －  　　－  　　 － 554,095  　　　－

別
        医療事業

 公害健康被害 207,098 83,065 124,033  　　－  　　 －  　　－  　　 － 124,033  　　　－

 
        補償事業

71,758,755 71,397,331 361,424  　　－  　　 －  　　－  　　 － 361,424  　　　－

2,978,250 2,760,882 217,368  　　－ 196,797  　　－ 196,797 20,571  　　　－

 会 96,889 96,888 1  　　－  　　 －  　　－  　　 － 1  　　　－

        共済事業

854,264 735,525 118,739  　　－  　　 －  　　－  　　 － 118,739  　　　－

951,780 722,525 229,255  　　－  　　 －  　　－  　　 － 229,255  　　　－

   ゴルフ場事業

 計 5,696,429 5,696,429 0  　　－  　　 －  　　－  　 　－ 0  　　　－

      取得等事業

231,993,949 231,993,949 0  　　－  　　 －  　　－  　　 － 0  　　　－

　実質収支      形式収支（歳入歳出差引額）から翌年度繰越事業費等に充当されるべき財源を差し引いた実際の当年度の

　　　　　　　　収支を明らかにするものである。

 公債管理

 墓地整備事業

 生田緑地

 公共用地先行

 　翌年度へ繰り越すべき財源

 一般会計

 港湾整備事業

 勤労者福祉

 介護保険事業

区　　　　分


